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1.問題の所在 一企業の社会的責任の本質 とは何かT

l-1.経 営戦略的 CSR ‐

企業の社会的責任 (以 下、CSR)の本質 とは何であるのかを考察することが本

論の課題である。企業が利潤獲得活動の際にある種の社会的責任を果たすべきで

あることは現在では常識であるかのように受'け 取 られている。 しか しながら、企

業がなぜ、社会に対 して「責任」を負 うのか ?と い うCSRの本質に関わる問題に

対 してこれまで十分な検討がなされてきたとは言い難いであろう1。 企業が CSR
を果たすべきなのはなぜか ?と い う問題に対 して、最 も受容 されている理由は、

CSR活動が企業価値の増大に資するとい うものであろう。 このような考えを経営

戦略的 CSR理解 と名付けよう。 この種の把握は CSRを利潤獲得のための経営戦

略の一つ として位置づけるものであるが、この把握は、 しか しながら、CSR活動

が企業価値の増大に結びつかなければ、企業は CSR活動を行わないとい うことを

意味する。 この立場では CSRと は単なる利潤獲得の方便で しかない。

1二 2.CSRの 多様性

CSRの本質に関わる次の問題は CSRの 多様性に関わる。 CSRに は幾つかの

異なった種類のものが存在 している事実が指摘 されてきた (藤井、2005)。 企業価

値重視のアメリカ型 CsR、 社会問題重視のヨーロッパ型 CSR、 環境問題― コ

1+川 (2005)は この問題 を正面か らあつかつた数少ない研究の一つである。
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ンプライアンス問題重視の 日本型 CSRで ある。更にまた、アジアなどの発展途

上国におけるCiS Rも 存在する。 CSRは 国や地域が異:な れば、その内容が異な

るのであろうか ? あるいは、CSRの 本質 とも言 うべき:も のがあ り、それが様々

な形を取るのであろうか ? また様々なCSRの 中で、どのCSRが 「より好ま

しい」ものなのであろうか ?

経済同友会は 2003年 に 「欧州における企業の社会的責任」研究のために調

査団を派遣 し (社団法人経済同友会 「欧州における企業の社会的責任」市場の進

化 と21世紀の企業研究会 )、 そこで同会はアメリカ的 CiS Rと は異質なく:「 欧州

の社会問題に根 ざした社会運動の派生」「米国型資本主義に対抗する思想」として

の欧州的CSRに 出会つた。我が国の企業が環境問題や法令遵守を強調すること

により、同時に、企業価値の向上に資するものとしてCSRを 経営戦略の一環 と

して位置づける傾向にあるのに対 し、欧州的CSRは 失業問題を中心 とする社会

問題解決をその基本 としていることに同報告書は多少の戸惑い、驚きを示 してい

るように見える。同時に(同友会は'こ の調査において(日 本企業のCSRの 変化

の方向性を示唆 しているが、これは経営戦略 としてのCSRと い う考え方に修正

を迫るものであると見ることができる。

1-3。 CSR批判

CSRに対 して経済学者を中心に根強い反対論が存在する。古 くはフリー ドマン

の批判があるが、最近では奥村宏氏の『株式会社に社会的責任はあるか』 (2006)

における批判がある。氏は同書で、「株式会社はすべて利益追求を目的にし、その

ために努力 しているのだから、それをわざわざ『企業の社会的責任』などとい う

必要はない」 (奥村、2006、 2頁)と 経営戦略的 CSRを批判 したさ氏は CSRを批

判 しつつ、同書で次のような興味深い論述をしている。「問題は、このような企業

批判が起こったのはなぜかとい うことである。それまで利潤追求を目的に企業が

活動すれば、それが経済を成長 させ、人々の生活が豊かにすると考えられていた

が、そのような『見えざる手』が働 くと同時に、企業が『見える手』 として人間

の生活全体に大きな影響を与えるようになっている。……これまでの利潤追求を

目的にしていればすべて うまくいくとい う前提が崩れてきたのであ り、企業のあ
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り方そのものが問われているとい うことである。」(同 書、6頁)氏 は以上の問題

意識の下で、同書で大企業解体論を展開す るのであるが、本稿が氏の問題意識を

共有するのは、「企業が『見える手』として人間の生活全体に大きな影響を与える

ようになっている……これまでの利潤追求を目的にしていればすべて うまくい く

とい う前提が崩れてきたJと い う点である。企業が見える手 として人間生活に大

きな影響を与えるようになってきているとは経済学的には企業の利潤追求活動に

は外部性、とりわけ負の外部性が存在するとい うことであろ う。

1=4.社 会規範 としての CSR

CSRの本質 とは何かとい う問題を考察するに当た り、企業の利潤追求活動には

負の外部性が伴 う可能性があるとい う認識が議論の出発点 となろう。経済学では

外部性はあくまでも資源の効率的配分を妨げる例外的な現象であるが、む しろ外

部性を伴 うことが企業の利潤追求活動の常態であろ う。外部性、特に負の外部性

の解消に関 しては、価格メカニズムを導入することによる外部性の内部化、法に

よる規制、当事者同士の話 し合いによる解決等が挙げられようが、本稿は外部性

の解消の方法 として社会規範による解消 とい う考えを展開する。CSRと は社会規

範であ り、負の外部性を解消する。次節では社会規範 とは何かを論 じよう。

2.社会規範 とは何か。

2‐ 1。 社会的問題状況 と社会規範

社会規範 (Sodal Norm)と は何かについての一般的な理解 とは、次のようなもの

であろう2。

社会規範は、第一に、「ある社会的状況における行為選択の指示」、つま り、「状

2 社会規範の最 も一般的な定義は、「社会の成員によつて一般的に遵守 される振る舞い

(conduct)ま たは行為 (action)に 対す る指示 された手引き(prescribed guide)」

(Ullmann‐ Margalit,1977,p。 13)で ある。
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況Wでは、行為 Xは可能である、行為 Yを するべきである、行為 Zを してはなら

ない」 とい う行為選択の基準・指示である。つま りこれは行為の 「望ましさ、正

しさ」 (両者がどのように定義 されるにせよ)を基準 とした行為選択tつま り行為

そのものの選択に関わつている3。

更に、社会規範は、利己的利害を離れた行為の選択 とい う側面を持つであろう。

「状況Wでは行為Yをするべきである、行為 Zを してはならない」 とい う場合、

状況Wでは行為 Zが最も利己心に叶 うが、その行為を行わない、とい う利己心の

抑制の側面4で ぁる。

この利己心問題は、社会規範は 「破 る」ことができる、とい うこ:と を示 してい

る。社会規範は個人に選択の機会、つま り、規範に従った行為を選択するか、ま

たは規範を破るか、の 2つ の行為の選択の機会を与えるものと見なすべきであろ

う。 これは社会規範の維持にはサンクシヨンが必須であることを示 している。

第二に、社会規範は、状況Wでは、,多 くの人が行為選択の基準に従い行為する

とい う「行為の規則性」を表すであろう。「多くの人が・……行為選択の基準に従い

行為する」ことにより、「多くの人」が「状況Wでは、行為Yを し、Zを行わない」

5と ぃ ぅ行為の規則性が生まれよう。従つて、社会規範は個人的な性向、資質、価

値・道徳観 とは区別 される。つま り、社会規範は個人の性向には還元できない、

行為選択に関わる「客観的な」、つま り、全ての個人においてではなくとも、多数

の個人に共有 される基準であろう。

以上の要素をまとめれば、社会規範の 「日常的な」定義が与えられよう。

「社会規範 とは、自己利益への顧慮を離れ (つま り、利己的な行為を抑制 し)、 社

会の全ての成員においてではないが、多くの成員において共有 される行為そのも

3 社会規範はどんな行為が人々の集合にとつて適切で正 しい (あ るいは不適切で正 しくない )

と見なされるかを特定する。」 (Coleman,1990,p.274)Bicchieri(2006)も また、社会規範 と慣

習 とを、前者における「義務 と規範的期待」 とによつて区別 した。(Bicchieri,2006,p。 42)
4 規範が問題 となるのは、行為者の非規範的選好に基づいた場合に比較 して、規範的選好に基
づ く選好が、厚生を最大化 しない場合である。」(Grittth and Goldfarb,1991,p。 92)
5「 ぁる行為を行わない」 とい う行為の規則性は後述するゲーム理論では排除 される。だが、

ある規範が、この状況で行為 Zを行 うべきではない、と指示する場合、「ある行為を行わない」、

とい うこともまた規範的行為であろうもある状況で 「ある行為を行わない」 とい う選択肢はゲ
ームの 「外」にでることを意味 している。
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のの 「良し悪 し」を判断する基準である。」

本稿はこの、義務論的な行為選択の基準、サンクションによるdll己 心の抑制く

行為の規則性を社会規範の必須要件、従つて CSRの本質をなす要件 と考えるが、

これ らの要件は後述するゲ‐ム論的社会規範論の要件 とは必ず しも一致 しない。

なぜ一致 しないのか、その理由を与えることは本稿の課題の一つであるが、その

前に、ゲーム理論における社会規範論 とはどのようなものであるかを理解する必

要があろう,。         ‐

2‐ 2,ゲーム論的社会規範論一 ゲーム理論 と社会規範の関係一

社会規範はヴェーバニ的な意味で社会的行為 (「 秩序」)に関わるが、ゲーム理

論はこの状況を表現するのに最 も適 している。 ここにゲーム理論 と社会規範論 と

が結びつく高い蓋然性がある。以下、規範はどのような状況で必要 とされるか、

行為者にとらて最善な行為 とは何か、行為の規則性 とは何か、とい う観点か らゲ

ーム論的社会規範論を説明しよう。

全ての社会的状況で社会規範が必要 とされる訳ではない6社会的状況が 「問題

的社 会状況」 で あ る場合 に、規範 の必要性 が生 まれ る 6。 問題 的社会状 況

(prOblematic social situaJon)と は、パ レー ト改善的な状態を実現できる行為がある

のにt戦略的に相互に独立 した利己的合理的な行為者はこれを実現できない状況

(Cfe Raub and Voss,1990,p.81;Voss,2001,p口 110))と 理解 され′る。つま り、行

為主体の行為に負の外部性が存在するとい う状況である。ゲーム理論はこの社会

的状況を純粋調整ゲーム、囚人のジレンマゲーム、チキンゲァム、両性の戦いゲ

ーム等7と して定式化 し、協力、慣習、公平性、互酬性、信頼等を取 り扱ってきた。

「自分にとって最善な行為選択」 とは何であろうか。 自分にとって 「最善な」行

為選択 とは、行為の選択が選好に一致する形で行われ、選好順序の第一位の行為

6 社会規範が必要 となる社会的状況 とは何であるかに関 しては議論がある。Colemanは 規範

の需要を 「行為の外部性」に求めた。Cfe Coleman,1990,Ch.10。
7ゲーム論的社会規範論で、本稿で取 り扱わない問題はバーゲニング問題である。 これは調整

ゲームの下種である 「両性の戦い」ゲームにより表現 される。
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が選択 されることを言 う (「 合理的選好による行為の選択」)。 ゲーム論的社会規範

論の多 くは、選好 として伝統的なホモ・エ コノミクスを継承 して 「自己顧慮的

(Seliregarding preference)」 =利 己的選好を想定 している。これは自己の物的・

金銭的利得 (の み)への関心により行為を選択することを示す。

利己的選好の持ち主であれば、最 も多 くの利得 (利 益)を もたらす行為を選択

しよう (「 利己的選好に基づ く合理的選択」)。 ある社会的状況において、行為者の

それぞれが、相手の行為選択を所与 として、「:自 分にとつて最善な行為」を選択す

る時、この選択は戦略的に合理的である。全ての行為者が他者の行為選択を所与

として、「自分にとつて最善な行為」を選択 している状態は「ナ ッシュ均衡」と呼

ばれ、 (私 にとつての最善の行為、あなたにとつての最善の行為)の 「組」で表現

される。この均衡を実現する行為はナ ッシュ均衡戦略 と呼ばれるが、この戦略は

「自己拘束的」である。つま り、自分にとつて最善 と思われる行為を選択 してい

るので、その行為から逸脱する誘因がない、とい う意味で「自己拘束的」である。

ナッシュ均衡が社会規範論に関わるのは、この自己拘束性のためである。つま り、

規範 とは行為者 自らが自らに課す行為のルールであると理解 される。

ナ ッシュ均衡は必ず しも行為の規則性を意味 しない。行為の規則性 とは、特定

の社会的状況が繰 り返 される場合に、複数の行為者に共通 して見 られる行為の斉

一性を意味する。他方、行為に規則性が見 られる状態がそのまま規範が成立 して

いる状態ではない。従つて、ナッシュ均衡に行為の規則性が見 られるためには、(私

にとつての最善の行為、あなたにとつての最善の行為)が 「同じ行為」8で なくて

はならない。 この場合に、行為の規則性が見 られ、かつこれはナ ッシュ均衡であ

る。

以下の定義は選好、行為の規則性、ナ ッシュ均衡の諸概念を用いたゲーム論的

社会規範の最も一般的な定義であろう。定義は Voss(2002)に よる:

8 行為の規則性に関しては二種類が考えられている。第一は、全ての行為者が同 じ行為を採 る

とい う場合であ り、第二は、行為者には 「タイプ」があ り (第
二の場合には行為者は同 じタイ

プあるいはタイプによる区別はない )、 タイプAの行為者は行為 xを 、タイプ Bの行為者は行為
yを 選択するとい うものである。 この場合分けを行らた時でも、タイプAま たはタイプ Bの行

為者は全て、同じxま たは yを選択すると考えることができ、行為の規則性が見 られる。
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「社会規範 とは、以下の条件における行為者の集団 Pにおける行為の規則性 Rで

ある。

1.Rは集団 Pにおける行為者間で繰 り返 される相互行為において生 じる。

2.集団 Pの ほとんど全ての行為者が、集団 Pの他のほとんど全ての行為者が Rに

従 うことを選好 とい う条件下で、Rに従 うことを選好する。

3.集団 Pの ほとんど全ての行為者が、他のほとんど全ての行為者が Rに従 うこと

を選好することを信 じている。

41Rは、繰 り返 される相互行為における一つのナッシュ均衡である。」

更に、Vossは社会規範 と慣習 とを区別 している。

5。 「社会規範そのものは、集団のメンバーが、Rに従わない場合は、(負 の)

クションによって罰せ られることが (IEの 蓋然性をもつて)期待 されるよ

Rで ある。他方、慣習 とは、反復的な調整状況における調整均衡であるよ

Rで ある。」(Voss,2004,pp。 108‐ 09)

上記の定義は、社会規範を反復的社会状況における「行為の規則性あるナッシュ

均衡」と見なすというゲーム論的社会規範論の基本的な考えを反映している。以

下の点においては、しかしながら、ゲーム論的社会規範論では一致を見ない。

①  「社会的な望ましさ」という観点

「行為の規則性があり、かつナッシュ均衡」であるという状態は、必ずしも「社

会的に望ましい状態」ではないかもしれない。「社会的に望ましい状態」をパレー

ト効率性で定義すれば9、 「行為の規則性があり、かつナッシュ均衡」はパレー ト

劣位であるかもしれない。また、逆に、パレー ト効率的な状態はナッシュ均衡で

ないかもしれない。

② サンクションの必要性

社会的な望ましさを考えた場合、全ての行為者がこれを実現するよう行為を選

9 社会的合理性はふつ う、パ レー ト効率性により定義 され るが、ハルサニ基準 (平均効用最大

化 )、 ヒックスーカ レ ドア基準の場合 もある。法 と経済学の立場に立つ EllicksOn(2001)は 、「ヒ

ックスーカ レ ドア基準」(規範の存在による得 られる個々人の便益が、規範の存在により失われ
る損失 よりも大きい)に依っている。

ン

な

な

サ
　
ンフ

ンフ
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択すれば、問題ないが、もし一部の行為者がこの行為ではなく、別の行為を選択

(「 逸脱」)した場合、この違反者に負のサンクションが与えられることが予期 さ

れよう。また、行為者 もこのサンクションを予期 して、逸脱行為は行わないであ

ろう。 これにより社会規範は維持 されるが、サンクションは社会規範において必

須の条件であるのであろうか ?

③ 行為の規則性の性格

社会規範 と行為の規則性 との間には微妙な問題がある。社会規範 とは行為の規

則性を生み出す 「何か」であろうか ? あるいは行為の規則性そのものに現れる

「何か」であろ うか ?「行為の規則性そのものに現れる何か」 とは行為選択の結

果である「秩序または均衡」と理解 される。行為の規則性あるナッシュ均衡 とは、

この意味で 「秩序」である。 この時、社会規範 とは行為の規則性そのものに現れ

ている。つま り、行為選択の結果が行為の規則性であり、この規則性そのものが

行為選択の指示である。そ して、規範的行為 とは、この状態を実現する行為、ナ

ッシュ均衡戦略である。

他方、行為の規則性を生み出す 「何か」 とは、行為する以前に、行為選択がそ

れに基づ くもの、つま り、個人の性向や価値観が想定されよう。あるいは、義務

感に基づき行為を選択するとい う場合 もこれに含まれよう。行為の規則性を生み

出す 「何か」を仮に規範意識 とすれば、行為者は行為の選択以前に前もつて規範

性を持ってお り、行為の規則性 とは、この行為選択に先立つ規範意識により生み

出される。

2‐ 3。 慣習 と社会規範

社会規範をゲーム理論により把握する主流的な立場は、社会規範を (後 述する

ように慣習 とい う言葉がふさわしいが)、 行為の規則性をもつ「複数の安定 したナ

ッシュ均衡の一つ」(Sugden,2004[1986],p。 33)と するものである。 この時、社会

規範 とは行為の規則性そのものにおいて現れる状態 =「均衡」である。また、こ

の立場では、複数の安定 したナ ッシュ均衡がある場合、そのどれが選択 されるか

- 92 -



企業の社会的責任の本質に関する一考察

に関してパ レー ト効率性または改善性で定義 される社会的望ましさは必要 とされ

ない。非効率的なナ ッシュ均衡であつても慣習 と見なす。

「慣習」論 10を 展開 したのは、 ヒュームの 「慣習」論に進化ゲームを適用 した

Sugden(2004[19861)で ある。

Sugdenは、進化ゲームによる「慣習」論の嘱矢をなし、「2つ以上の安定均衡

を持つゲームにおけるひ とつの安定均衡」を慣習 とした。複数のナ ッシ平均衡 (ナ

ッシュ均衡が一つ しかない場合、そのナ ッシュ均衡は慣習ではない)の 中で、進

化的に安定な戦略を慣習 とする、とい うその後の進化ゲァムを用いた社会規範論

の基本的着想を示 した。Sugdenに 1よ る慣習の定義は以下のものである。

「集団 Pの成員の行為の規則性 Rは、成員が反復的状況における行為者である時、

(1)誰 もがRに従 う、(2)誰 もが他の行為者がRに従 うことを期待する、(3)誰

もが、Rに従 うならば、Rに従 うことを選好する、以上の条件が、全ての成員に

当てはま り、かつ共有知識である時に限 り、慣習(conventiOn)で ある」(Sugden,

2004[19861,p,34)

この慣習の定義は純粋調整ゲ‐ムを用いて説明できる。純粋調整ゲァムとは、

次のような構造を持つゲームである (表 1、 表 2)。 選択 される行為は単に、Aか

Bかである。行為者の選好は利己的 と仮定する。利得行列の内、最初の数字はプ

レーヤー 1の、次の数字はプレーヤー 2の利得を表す。

表 1 パ レー ト支配のある調整ゲーム

A B

A 2,2 0,0

B 0,0

10‐ 「慣習」論は、Lewis(2002[19691)に おける「慣習=行為の規則性」に基づく。Lewisは

慣習に続けて規範論を展開しているが (Cf`Lowis(2002[19691,pp197,100)、 規範 とは、それに

従わない場合にサンクションを受ける慣習であるとした8
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表 2 パ レー ト支配のない調整ゲーム

A B

A 2,2 0,0

B 0,0 2,2

以上のような利得構造 (表 1)が与えられた場合、行為者は相手がどの行為を

選択するのかの予想 (期待)に応 じて、戦略合理的に自己にとつて最善の行為を

選択 し、かう、この「期待」が全ての行為者において一致すれば、(At A)ま た

は (B,B)が ナッシュ均衡であ り、行為の規則性を持つ。行為者が共に (A,

A)ま たは (B,B)を 採る場合、そ うでない場合の (A,B)ま たは (B,A)
に比べて、個人利得が増す。パ レ‐ 卜支配のあるゲームの場合、(A,A)は (B,

B)よ りも 「望ましい」が、共に慣習 とされる。 どちらが実際に慣習 として定着

するか、はある意味で偶然の問題である11

パ レー ト支配のないゲーム (表 2)で は、(A,A)ま たは (B,B)は どちら

も慣習である。例えば、Aを 「車は右側通行」、 Bを 「車は左側通行」 とすれば、

複数の行為者が全員「右側通行」を選択すれば、(右、右)が慣習 として定着する。

また、全員が 「左側通行」を選択すれば、 (左、左)が慣習 として定着する。この

ゲームでは、安定 したナ ッシュ均衡は複数 (2つ )存在 し、その内の一つが 「実

際の慣習」 として定着するが、残 りの 1う も、実現 しなかつた慣習である。

サンクションの必要性に関してはどうであろ うか ? 慣習から規範への移行は、

ひ とたび慣習が確立されたら (「慣習」が存在するとい う「信念」を誰 もが持つ

ようになる)、 誰もがそれに従 うことに利益を見いだすであろう。
‐
従つて、もし

誰かが慣習に従わない行動をとつたら、それは他者の利益を損な うことになるの

で、違反者に対 して制裁、処罰を加えられるであろう。つま り、違反者に負のサ

ンクションが与えられるであろう。この時に慣習は 「規範」に移行する(Sugde■ ,

2006,p.170)。

しか しなが ら、上記の調整ゲームにおける慣習 と後述の囚人のジレンマゲーム

11「複数の安定 したナ ッシュ均衡」の中で どれが選択 されるかの問題は、「ナ ッシュ均衡選択

問題」(NESP:Nash equilibrium selection ploblem)と 呼ばれる。 この時には、利得支配では

なく、 リスク支配等の別の効率性基準が使用 される。
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における「規範」 との最大の違いは、裏切 りの誘因が存在 しないことにある。純

粋調整ゲームにおいては、行為の結果に対する各行為者の選好は一致 している。

従つて、どの結果が選ばれるべきかに関して利害の対立がない。よって、サンク

ションの必要性はないのである。

上記は純粋調整ゲームを使つた慣習 と規範の説明であるが、一般に慣習論的社会

規範論では、サンクションは社会規範の必須の要件 とはされない。 このために、

この立場に立つ議論は規範 と慣習 との区別は曖味であり、規範 とは結局慣習の中

に包摂 される12。

2‐ 4.囚人のジ レンマゲーム と社会規範

利己的な行為が必ず しも社会的に望ましい結果を生まない場合、社会規範を、

利己心を抑制する行動の 「基準」 と考えることは自然であろう。そ して、私的合

理性 と社会合理性 (パ レー ト効率性)の乖離 とい う事態を「ジレンマ」と呼べば、

利己心の抑制が必要 となる社会的状況 とは 「囚人のジレンマ」的状況 として定式

化 される。

囚人のジレンマタイプのゲーム (表 3)は以下の利得行列を持つ 13。

Cは 「協力」、Dは 「非協力」を表す。プレーヤーの選好は利己的、従つて、

CC>DC>DD'CDで ある。利得行列の内、最初の文字はプレーヤー 1の、次の、

文字はプレーヤー 2の利得を表す。

表 3

C D

C R, R S, T
D T, S P, P

r卜 R卜 P tt s

12「進化的に安定な戦略は慣習(conventiOn)と 見なす ことができる」(Weibull,1995,pe34)。
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つま り、行為者は、相手が協力の時に、自分が非協力を選好する。両者が協力す

れば、非協力の場合よりも利得が高 く、パ レー ト効率的である。 しか し、囚人の

ジレンマには裏切 り圭「非協力」のインセンティヴがある。協力することにより

断念 される利得 (「 協力の機会費用」)を T一 Rと すると、r― R卜 oでぁり、常に

「非協力」のインセンティヴがある。従つて、ナ ッシュ均衡は (非協力、非協力 )

とな り、社会的に望ましい状態 と利己心の追求の結果 とが乖離する。このとき、「裏

切 りが支配戦略である時、協力はいかにしたら可能か ?」 とい う問題がゲーム理

論の解決するべき問題である。

この解決の一つがフォーク定理である。無限繰 り返 し囚人のジレンマゲームで、

割引因子が十分 1に近いならば、ナッシュ均衡戦略の与える利得 (「留保利得」)

を上回る利得を実現する戦略、 トリガー戦略が存在 し、この戦略はサブ・ゲーム

完全ナ ッシュ均衡である:必ず しもパ レー ト効率性を実現するわけではないが、

ナ ッシュ均衡に対 してパ レー ト改善的である(Cfo Fudenberg and Tirole,2002,

pp.150"60)。 近視眼的なプレーヤーは非協力 =「 自白」によリー時的に高い利得

を得るが、長期的な利益を考えるならば、協力 =「黙秘」した方が良いのである。

また、「直接的サンクション」 (利得構造の変化をもたらす)を導入することによ

り、裏切 りに対 して負のサンクションを与え、非協力による利得を魅力のないも

のにするとい う方法も考えられた 14。

このゲームでは、社会的に望ましい状態を実現する「協力」が規範的行為であ

り、二人のプレーヤーが (協力、協力)と い う同じ行為を採る時、協力規範が成

立 していると考える。つま り、協力規範 とは、「囚人のジレンマ的社会状況におけ

るナ ッシュ均衡であり、かつパ レー ト効率的な状態」である15。

「ナ ッシュ均衡であり、かつパ レー ト効率的 (ま たは改善的)な状態」を規範の

成立 している状態 と見なすことは、 しかし、囚人のジレンマゲームを用いた規範

論の本質を提えるものでない。 この立場では、協力規範の実現 0維持のためには

サンクションが不可欠であるとい う点にある。従つて、このゲームは利己心の抑

制 とい う社会規範の要件の一つを満た している。前述の純粋調整ゲームにおける

14 規範ゲームにおけるメタノームつま り、ルール違反者 を罰 しないプ レーヤーを罰するべき

とする規範に関 しては、Axelrod,1997,pp。 48‐ 55.
15どのようなタイプのゲームが「囚人のジレンマ」であるのかに関しては、議論がある。Taylor(1987)は
「チキンゲーム」も「ジレンマ」状態を表現するとしている。
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慣習は、この立場によれば慣習ではありえても、規範ではない。

「社会的状況において規範は、個人がある行為 し、またこの行為 しない場合に

はしばしばサンクションを受ける、その程度|において存在する。従つて、規範の

存在はあるなしの問題ではなく、程度の問題である。」(Axelrod,1997[1986],p.47)

しか しながら、囚人のジレンマゲームを用いた社会規範論は、利己心の抑制は

長期的には、自己の利益になるとの想定 (「 啓蒙 された利己心」)に基づ くもので

あるので、義務論的要素はその定義から欠け、「行為の規則性十サンクシヨン」に

より社会規範を定義することになる。

2‐ 5.ゲーム論的社会規範の問題性

社会規範を考える上で、しかしながら、「行為の規則性とナッシュ均衡」によつ

て社会規範を定義することは「ゲームの内部でのみ規範を定義する」あるいは「戦

略的合理性により規範を定義する」16こ とであるが、これは、慣習については受容

しうる考えかもしれないが、社会規範という場合には、奇妙な事態が生じる。囚

人のジレンマゲームによる協力規範を見てみよう。二人の犯人が実際には罪を犯

しているのに共謀 して自白しないことを黙秘、贖罪意識により犯罪を告白するこ

とを自白としよう。この時、(黙秘、黙秘)が協力規範である。つまり、黙秘は正

直に犯 した罪を自白することよりも「望ましい」ことになる。二人の犯罪者の間

では黙秘は確かに「協力」であるが、これを規範的行為とすることはできないで

あろう。つまり、二人の犯罪者にとつては「規範」であるが、この二人の「外側

にいる我々」からすれば、反規範的行為であろう。この場合、「外側にいる我々」

は、犯 した罪を正直に告白して、罰を受けることが「正しい」と確信 しているの

である。

16 HarSanプ の「合理的プレーャーは同じ利得を生み出す戦略に関しては無差別である」

(HarSanyi,1977,p.113)と い う「合理性の公準」による。
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この場合に問題 となっているのは、ゲームの構造により定義 される「内部の行

動基準」 とその 「基準」が 「外部の我々」にとつてもまた正 しいものであるか ど

うかとい う「内部一外部」の関係である。あるいは、‐内部規範が 「正 しい」もの

かどうかを判断する参照枠の問題である17

囚人のジレンマゲームではなく、次のような調整ゲームを考えよう (表 4)。

利得行列の内、最初の数字はプレーヤー 1の 、次の数字はプレーヤー 2の利得を

表す。

表 4 調整ゲーム

黙 秘 自 白

黙 秘 3, 3 0, 0

自 白 0, 0 3, 3

この場合、 (黙秘、黙秘)も (自 白、自白)も もたらす利得は等 しく、どちらを

選択するかの基準はない。つま り、両者は無差別である。更に定義により両者は

共に慣習あるいは規範である。「ゲームの内部でのみ規範を定義する」場合、黙秘

と自白のどちらが 「正 しい」のかを判断する基準は与えられない。我々が社会規

範に求めたいのは、自白は黙秘よりも「望ましい」 とする基準であろう18。

Mishia(2006)は 進化ゲームを用いて、「腐敗 した行為者」 と「正直な行為者」

の二うのタイプの行為者からなるゲニムで、腐敗戦略が進化的に安定な戦略 とな

る場合があることを示 した。このとき、「腐敗は規範からの逸脱ではなくて、規範

そのものである」(Mishra,2006,p。 355)。 この場合にも、規範 と反規範 =腐敗 も

区別することができないことになる。確かに、不正が蔓延 し、それが行動の基準

17 社会規範 を 「ある集団の内部において」確立 された行動の様式 として定義するとい うのが

ゲーム理論的社会規範論の 「パラダイム」である。 この考えは正 しい。その集団を含むより外

延的な集団一社会一か らみて、どれほど「反規範的」「非倫理的」であつても、その集団の内部

では「規範」なのである。「社会規範は社会的利益をもた らす行為を促進することもあれば、こ

れを阻害することもある」(Fehr and Gachter,2004,p.518)。 従つて、もし複数の 「行動の様

式」が可能であるとした ら、その選択基準もまた 「内部」にのみ求められ よう。ゲーム理論で

はナ ッシュ均衡の「安定性」と「唯一性」である。以上より、ゲームの「外」を考えることは、

ある意味で約束違反であ り、「正 しく」ない と思惟が進行するならば、これは誤 りであろ う。
18 社会規範を慣習的均衡に求めることを強 く批判 したのは、Elster(19o9)で ある。Elsterに

よれば、行為選択は結果主義的な利己的合理性および社会規範への配慮か らなされ る。Elster

(1989,Ch.3)
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となっている集団も存在するであろ うが、定義上、腐敗 とは規範か らの逸脱を意

味しよう (法からの逸脱は違法である)。 しかしながら、ゲーム論的社会規範論に

よる社会規範は、腐敗 と規範 とを区別することはできないのである19。

以上、ゲーム論的社会規範論を総括 したが、この規範論は、本稿の最初で挙げ

た社会規範の要件の全てを満たしているわけではないことが明らかとなった。社

会規範の問題の核心は、社会的状況における、行為そのものの選択の基準、つま

り、ある行為の組のもたらす利得が、別の行為の組のもたらす利得 と同じであつ

ても、ある行為を別の行為に対 して 「望ましい」 とする基準による選択、さらに

この「基準」が単なる性向によるのではない、「客観的な」基準の存在にあるので

はないだろうか。

3.CSRの 本質一社会関係 と行為のルール

CSRを 社会規範 として把握することは、ある特定の社会的状況における、行

為そのものの選択の基準、つま り、ある行為の組のもたらす利得が、別の行為の

組のもたらす利得 と同じであつても、ある行為を別の行為に対 して 「望ましい」

とする基準による選択の基準 としてCSRを 捉えることである。行為選択の結果、

つま り利得の大小によるのではない行為選択の基準、つま り、行為そのものの選

択基準 とは何であろうか。

3日 1。 「行為そのものの選択」

行為そのもの選択 とは、例えば、行為Aと Bの 間で、行為の結果を顧慮するこ

となく、Aま たはBを選択するとい うことである。明らかにこのままでは、なぜ、

ある行為が選択 されるのかわからない。次のような例を考えよう。「私は自分の労

働により10000円 を得る」と「私は盗みによつて10000円 を得る」のは、労働 と盗

みの 「コス ト」が同じであれば、利己的選好の持ち主にとつては無差別 となる。

しかしながら、ある種の社会的選好の持ち主にとつては、労働 >盗み とな り (労

19 Mishraは、更に、このように腐敗が規範である場合には、「ゲームから退出する選択」、つ

まり、ゲ‐ムの 「外」へでるとい う選択の可能性を挙げた。
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働により得た10000円 の効用は盗みによつて得た10000円 の効用よりも大きいと

考える)、
「労働」は 「盗み」よりも選好 されるかもしれない。 しかし、社会的選

好は個人の性向であり得、「私」が盗みよりも労働を選好するにしても、「あなた」

も同様であるとは限らない。私は盗みよりは労働を選好するが、あなたも盗みよ

りも労働を選好するとい う場合に、この行為選択には規則性があろう。この場合

には、この行為選択の規則性を生み出す 「何か」、行為そのものの選択に関わる基

準が想定されているのである。i

行為そのものの選択に関わる基準に関して、Vanberg(2006)は、「行為そのもの

に対する選好(preference over aCtions`as such')」 を提唱した。Vanbergは 「純

粋に規範または規則に従つた行動(genuinely rule‐ or norm‐ guided bahaviour)」

を規範的行為 と見なし、規範 とは、「自らの行為から帰結するであろ う結果に関す

る選好から独立 し、それに先行する行為に対する選好」(Vanberg,2006,p.9)を 意

味するものとし、「行為は結果に関してではなく、行為者が従 うルールに一致 して

行われる」(ibido p.10)と した。Vanbergは 非結果主義的な行為そのものの選択に

関わる 「ルール」を規範 としているのである。また、Bicchieri(2006)は規範に

依拠 した行動 (nOrm‐ based behavior)の 存在を示 した。Bicchieriに よれば、社会

規範 とは、「行動のルァル」であつてt他人の行動に関する自己の期待を、なすべ

きことにマッピングする関数 (Bicchieri,2006,p.219)で ある。 ここで(我々は、

社会規範を行為選択の規則性を生み出す 「行為選択そのものに係わるルール」 と

する立場に会 う。

社会規範を 「行為選択そのものに係わるルール」 とした場合、行為者の行為の

選択は、このルールを顧慮 して行われると考えることができよう。選好が 「行為

選択そのものに係わるルールヘの顧慮を示す」場合、「ルァル顧慮的」選好である

と定義 しよう。この定義によれば、社会規範 とは、問題的社会状況における、行

為の選択そのものに係わるルールである。つま り、行為の結果に必ず しも依存 じ́

ない、行為者間で「共有」された行為選択のルール20が あり、このル‐ルが規範で

ある。

20 Raub and VOss(1990)は センによつて提示 された 「選好に対する選好」を「選好の合理的選

択」論 として展開 した。
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,3=2 行為基準の外部性7社会的ネ ッ トワァク ー |

行為そのものの選択に関わる 「ルール」の性格 とはどのよ:う なものなのであろ

うか。前節で我々は 「行為の規則性があり、かつナ ッシュ均衡」を社会規範 とす

る.こ とは 「ヾゲ‐1ム の内部でのみ規範を定義する」することであり、「正 しさ」 と

い う点では規範を定義できないと述べた8:こ の 「正 しさ」の基準 とはゲームの構

造の 「外部」に求めるべきではないだろ うかさ この 「内部」のみにようては解決

されない 「正 しさの基準」の問題 を何 らかの 「外部」を想定することにより、解

決 しようとする試みは既にいくつか存在する。社会的状況は最小 2人の行為より

構成 される (最小の「社会」)が、特定の.問題的社会状況、例え |ゴ t lN人 囚人のジ

レンマ的状況では、集合行為問題が解決できないかもしれない。その場合に、こ

の行為者の間に特定の「社会関係」(例 えば、家族、友人、共同体等)を想定する。

この場合、行為者を相互行為の 「内部」 とすれば、社会関係は 「外部」にある。

社会規範論の展開において、我々はこの 「ゲームの外部」 とい う視点を継承 し

たい。先に、行為そのものの選択に関わるルールを社会規範 としたが、ここで「外

部」 とい う概念を導入すれば、このルールはゲームの 「外部」にあるとい うこと

ができよう:

行為の外部性の観点から社会規範の生成を導き、更に行為者間の 「社会関係」

を導入することにより、ゲームの 「外部」視点を強調 したのは社会学者 コールマ

ンである。

コールマンは規範の必要性を第■に「行為の外部性」、第二の条件を規範の維持

に必要なサンクションの存在に求めた。 コールマンの規範生成論において特筆す

べきことは、規範は行為者 と被行為者 との二者関係において生 じるのではない、

とい う点である。|「規範への関心、つま り規範ヽの需要が生 じるための条件は、あ

る行為が一連の他者たちに対 して同様の外部性を持つものの、その行為の制御権

をめぐる市場が簡単には成 り立たず、二人の行為者が交換で利益を上げて制御権

を獲得できない、ということである:」 (Coleman,1990,o.251)つ まり、二者関係

の場合には単純な交換より行為の制御が可能であるので、規範は必要とはされず、

三者以上の行為者、被行為者が存在する場合にのみ規範が必要とされる。平∵ル

マンは「外部性を伴 う二者の相互行為の中で社会的最適に到達するためには、た

とえ、規範の導入がなくとも、(明 示的なものであれ暗黙のものであれ)三者間の
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交換 さえあれば十分である」(ibid.,p口 254)と の理由で、規範は二人以上の行為者が

係わる状況において出現するとした。「規範への関心が生 じるのは、二者による交

換では社会的最適を引き起こすことができないときである。」(ibid:,p:255)

コールマンはこの三者以上の関係を 「社会関係 (sOdal rela‖ onshio)(ibid口 ,262)と

しているが、行為者の間にこの社会関係が存在することが、二次フリーライダー

問題を解決する、つま り、ルール違反者に対 して有効なサンクションを与えるこ

とのできる理由としている。

「{効果的な規範が出現するための第二の条件、つま り1効果的な規範への需要が満

たされるための}条件 とは、規範を指示する合理的な者たちが二次フリーライダ

ー問題を克服することである。換言すれば、その条件は、次のいずれかを充足す

ることである。規範の受益者たち (合理的に行為する)が ターゲッ ト行為者に制

裁を科す費用適切に分担できること、もしくは受益者たちの集合の中に一人以上

の受益者がターゲッ ト行為者に対 して効果的な制裁を下すのに十分な二次的サン

クションを生み出しえること、このいずれかである。 この条件が生み出されるか

どうかは、受益者たちの間に社会関係 が存在す るか どうかにかかつている。」

(ibid口 p.273)

コールマンによれば、「行為者 とその外部性にさらされる他者 との間に社会関係

が存在する」(ibidD,p口278に とが 「規範の存在により誘因を不足から超過へ と転換

するため」の 「一つの重要な要素」(:bidD)で あり、「規範が存在するために重要 と

なる社会構造の第二の構成要素は、……ネ ッ トワ‐クの閉鎖性であ り、つま りあ

る行為者の行為によつて外部性にさらされる者同士の間に関係性が存在すること

である」 (ibid口 )

更にコールマンによれば、このような社会関係は、「義務 と期待」とを生み出す

「相互信頼 のシステ ム」であ り、社会 関係 の中に含 まれ る 「義務 と期待」

(ib同 口,p.270)と が 「サンクションを行使するために使用できる潜在力」(ibid.)な の

である。最も単純に言えば、コールマンは、行為の外部性にさらされている行為

者間の間に社会関係 =ネ ッ トワニクが存在 していること (こ れは単純な二者関係

には還元 しえない)が規範の生成 と規範の維持 とを同時に生み出すのである。
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3-3。 社会規範 としての CSR

我々は本稿で、コールマンの見地を継承 し、CSRを社会規範 として把握する。

CSRを社会規範 として把握するとの意味は、それが企業活動の負の外部性に由来

する様々な不都合を解決する下定のルール =行動基準 として CSRを把握すること

であろう。 しか しながらこのルールは、ゲーム理論が想定するような行為者 と被

行為者 との二者関係において成立するものではなく、行為者が広範なネ ッ トワー

ク=社会関係の中に既に置かれているとい うことにより生み出されるのであ り、

CSRと は、行為者のネ ットワークの生み出す 「期待 と信頼」とが企業行動の行動

基準であるとい う意味で社会規範なのである。

企業が CSR活動を行 うのは、それが企業価値や利潤の増大につながるからでは

ない。企業活動は企業以外の様々な行為主体 (ス テークホルダー と呼ばれる)と

のネ ットワークの中で行われているのであ り、企業活動が負の外部性をもた らす

場合には、企業の置かれている社会関係の中から生 じる「義務 と期待」に応 じた

形で企業はその活動を律する必要がある。この社会関係から生 じる「義務 と期待」

とが社会規範 としての CSRの 内実なのである。

終わ りに。

本稿は CSRを社会規範 として展開した。CSRを社会規範 として展開するため

の第二の手がか りとして現行の社会規範論ニゲーム論的社会規範論一を取り上げ、

その問題性を明らかにした。そこで本稿が展開したのは、規範をゲームの「外部」

に求めるとい う視点であつた。これは要するに、規範 とは第二者の立場に立って、

自分の行為を制御することを意味する。CSRは企業の自己制御的活動でなくては

ならないが、この第二者の立場に立った行為の自己制御 こそ CSRの本質であろう。

注記 本稿を作成するにあた り、平成 20年度学部競争配分経費の助成を受けた。
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